
船舶事故調査報告書 

令和６年２月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和５年４月１日 １１時５０分ごろ 

発生場所 香川県坂出市三ツ子島東方沖 

坂出コスモ石油シーバース灯から真方位３４０°１,２８０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２２.４′ 東経１３３°５０.０′） 

事故の概要  プレジャーボート第２かつひろ丸は、漂泊中、また、漁船平成
へいせい

丸

は、南西進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和５年４月２５日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ プレジャーボート 第２かつひろ丸、５トン未満（長さ７.６１

ｍ） 

２８０－３５２５６香川、個人所有 

Ｂ 漁船 平成丸、１.７トン 

   ＫＡ３－２８０５７（漁船登録番号）、個人所有 

第２８０－２５５２４号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部船縁に剝離 

Ｂ 船首外板に擦過傷 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、香川県多度

津町多度津港を出港したのち、三ツ子島東方沖で船首を東方に向け、

機関を中立運転として釣りを行う目的で漂泊していた。 

船長Ａは、右舷船尾側で座って釣りの仕掛けの準備に注意を向けて

いたところ、左舷船尾側で釣りをしていた同乗者からＢ船が接近して

いる旨の報告を受け、左舷船首方約８０ｍに迫ったＢ船を認め、大声

を出して手を振ったが、Ａ船の左舷中央部とＢ船の船首部とが衝突し

た。 

船長Ａは、本事故の発生を１１８番通報し、多度津港に帰港した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、坂出市御供所
ご ぶ し ょ

漁港を出港し、三

ツ子島東方沖を南西進中、Ａ船と衝突した。 

船長Ｂが所属する漁業協同組合の担当者は、本事故後、船長Ｂから

三ツ子島北東方沖の中曽根から移動中、床に飲み物を落とし、拾い上

げて前方を見たところ、至近にＡ船を認めて機関を後進としたが、Ａ



船と衝突したと説明を受けた。 

分析 

  

Ａ船は、漂泊中、船長Ａが、釣りの仕掛けの準備に注意を向けてい

たことから、Ｂ船が接近していることに気付くのが遅れ、Ｂ船と衝突

したものと考えられる。 

Ｂ船は、南西進中、船長Ｂが、床に落とした飲み物を拾おうとして

いたことから、前路で漂泊中のＢ船に気付かず、Ａ船と衝突した可能

性があると考えられるが、船長Ｂが本事故後に病気により死亡してお

り、衝突に至る詳細を明らかにすることはできなかった。 

原因 本事故は、Ａ船が漂泊中、Ｂ船が南西進中、両船が衝突したものと

考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、航行中、常時、周囲の見張りを適切に行うこと。 

・船長は、漂泊中であっても、特定の対象だけに意識を向けること

なく、常時、周囲の適切な見張りを行い、必要に応じて衝突を避

ける措置を採ること。 

 


